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戦史研究座談会 

「戦史部における戦史研究のあり方」 

 

本稿は、平成20年 11月 6日戦史部において行われた、「戦史部における戦史研究のあり

方」についての座談会記録を要約したものである。文責は編集担当者にある。 

 

参加者（略歴）： 

  赤木完爾：1953 年生。慶応義塾大学大学院修了（博士）。防衛研究所戦史部所員など

をへて、現在、慶應義塾大学法学部教授。 

原剛：1937 年生。防衛大学校卒。元防衛研究所戦史部主任研究官、元１等陸佐。現在、

軍事史学会副会長。 

葛原和三：1950 年生。北海学園大学卒。第 11 戦車大隊長、防衛研究所所員などをへ

て、現在、陸上自衛隊幹部学校戦史専門教官（１等陸佐）。 

加賀谷貞司：1948 年生。防衛大学校卒。元陸上自衛隊幹部学校副校長、元陸将補。現

在、防衛研究所戦史部長。 

庄司潤一郎：1958 年生。筑波大学大学院修了（修士）。防衛研究所戦史部主任研究官

などをへて、現在、戦史部上席研究官。 

相澤淳：1959 年生。上智大学大学院修了（博士）。防衛研究所戦史部主任研究官など

をへて、現在、戦史部第２戦史研究室長。 

オブザーバー参加（略歴）： 

  河村仁：1954 年生。防衛大学校卒。スタンフォード大学大学院修了（修士）。中部方

面隊幕僚副長などをへて、現在、防衛研究所副所長（陸将補）。 

 

加賀谷（司会）： 今日は部外から原先生、赤木先生、そして幹部学校から葛原１佐、それ

から戦史部の部長、庄司上席、相澤２室長に集まっていただきました。また、オブザー

バーとして、河村防研副所長にも列席いただきました。今回の狙いは、戦史部のあり方

について、主として調査研究を中心として意見交換をお願いしたいということでありま

す。 

「戦史懇談会」というものを、毎年７月に防衛大学校、統幕学校、そして各自衛隊の

戦史に関わる関係者が一堂に会して情報交換を行っておりますが、そのときは主として

管理者が中心でやっておりますので、今回は研究者を中心とした意見交換の場をつくり

たいという形でお願いしました。 

  今日の座談会は、現在戦史部では今後の戦史部のあるべき姿について議論をしており
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ますが、その参考にしたいという趣旨です。検討の方向性の第一は、防衛研究所の一組

織として政策提言能力を強化するという視点、第二は、戦史センターの機能充実という

大きな柱です。政策提言の強化の場合であれば、研究ニーズというか、研究の分野の拡

大、具体的にいえば、戦後のほうまで広げてほしいといった研究分野多様化への対応で、

その際我々が長年研究を続けてきた太平洋戦争に関する研究との兼ね合いをどうするか

といった点です。もう１点は、戦史センターという形ですが、それを戦史部史料室のあ

り方に置き換えて、どのようにそれを実行していったらいいのだろうかということにつ

いてのご意見をお願いしたいという趣旨であります。 

  まず第１点は、「調査研究内容」というテーマで、ひとつは「研究分野多様化への対応」

です。これは、とくにミッションとしてはご存じの通り国防政策史に関わる研究と、作

戦・戦闘史に関わる研究という形で１室と２室に任務が付与されていますが、昨今は戦

後という分野について、戦史部として、どのように対応していったらいいのだろうかと

いう問題認識があります。とくに戦後といいましても、諸外国の地域紛争史のほか、我

が国の安全保障史がありますけれども、諸外国の地域紛争史については赤木先生が常に

ご研究されているテーマなので、何かご示唆をいただければ、ありがたいと思います。 

 

赤木： かつて戦史部で、外国戦史の研究はどのようにして始まったかというところから

話を始めますと、『戦史叢書』を書くときの相手方の歴史を知る必要からでした。当時は

「対抗戦史」という言葉を使っていたようです。そういうことで『戦史叢書』は第二次

大戦に関わる限りにおいて外国の戦史を調査した。それが、『戦史叢書』が終わるぐらい

まで続いていたと思います。 

  それから後は主として教育ニーズから、外国の戦争の歴史、とくに日本に近いところ

では朝鮮とか、ベトナムとかある程度やらねばならないというようなことで、基本的な

情報収集というか、歴史の資料を集めましょう、また勉強しましょうということをやっ

た記憶があります。 

  もうひとつは『戦史叢書』と関わることですけれども、『戦史叢書』102 巻の刊行後、

諸外国において、第二次大戦の研究が止まっているわけではないわけで、実は 1970 年代

の後半ぐらいから 1980 年頃まで、戦史室はそうした研究の動向を押さえていなかったん

ですね。要するに、10年ぐらいの間に第二次大戦で日本と戦争した相手方の諸外国の研

究は進歩しているのに、それを全然知らないのはまずいという問題意識があった訳です。

そのような事情で第二次大戦の外国戦史に関する研究と、戦後の諸戦争の研究という、

この２つが進んでいったということだと思います。 

  外国の戦争を、その外国人のレベルでもって追随して研究していくというのは非常に
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難しさがあると思います。したがって、おそらくそこでやれることは、主要な現在の研

究動向であるとか、同時に外国における研究の成果にはどのようなものがあるか。この

辺りは、常に押さえておくべきボトムラインとして設定して、それを誰かが追いかけて

いるということは、大変重要なことではないかと思います。 

 

 

加賀谷： 原先生、かつて戦史部には外国戦史班というのがあったと思いますが、その頃

のご記憶があれば、お話しいただけるとありがたいのですが。 

 

原： 多分、土谷さんが戦史部長になってから、体系的に戦史部のあり方を考えようとい

ってやったときに、外国戦史班というのと史料班というのを部内の規定でつくって、最

初は糸永（新）さんという海上の人が班長になって。その時の外国戦史班というのは、

主に朝鮮戦争とベトナム戦争をやる。あとは、アメリカのいろんな史料を翻訳してやる

というような形で、スタートしたのではないかと思います。だから、安全保障会議の史

料とかずいぶん訳されて出ています。それから、朝鮮戦争は海上の研究室の渡辺さん、

ベトナムは西村さんとか、秋谷さんもやったですかね。中東戦争を田上さんという人が

やりましたが、ひとつの研究としてやったのは、それぐらいじゃないんですかね。あと

は史料を集めるとか、翻訳するとか、やりましたが。そのうち。どういうことでなくな

ったのかよく知らないんですけどね。 
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加賀谷： なくなった経緯についてはどうでしょうか？ 

 

相澤： 私が入った時は、もちろんまだ外国戦史班というのが、班長は初代の糸永さんが

やられていまして、確かにアメリカ側の史料を集めるとか、中東戦争あたりまではやっ

ていて。ただ非常にこぢんまりと、人数も班ですからそんなに多くはないんですが、３

名ぐらいの専従の方で、だんだんその方が転属していくと、それを引き継ぐ方がなかな

かいらっしゃらないという中で、いつの間にか。史料班はそのまま残ったのですが、外

国戦史班のほうだけは、国防政策史に関しては１室、作戦戦闘史に関しては２室のほう

が、それぞれそこでやるという形で消滅していったという経緯です。 

 

加賀谷： その時のメンバーは、ほとんど自衛官だったと聞いていますが、そうでしたか。 

 

原： そうですね、自衛官ですね。 

 

赤木： 外国戦史班と言い出した時には、私は多分、加わってなかったと思うんですが、

実質的に自分の研究の正面で糸永さんとはずいぶん一緒に仕事をした記憶があります。

具体的に言いますと、形として残っているのは、第二次世界大戦の『統合参謀長会議史』

の翻訳です。これは旧海軍の福島勉元海軍中佐に下訳をしていただいて、それを糸永さ

んが全部読み直し訳し直して、確か研究資料として残っていると思います。あれは今か

ら振り返っても大した業績だったと思います。 

  当時、外国戦史という名前をつけたのは、調べていたら昔の参謀本部の戦史課が内国

戦史と外国戦史に分かれていたので、その言葉を借用して外国戦史という言い方をした

のですけどね。 

 

加賀谷： ドイツ国防省軍事史研究所では、戦後国際軍事史部という組織をつくっていま

すよね。 

 

庄司： 最近は状況が違いますが、日本もドイツも戦後ずっと戦争にコミットして来なか

ったので、直接的な意味での現代戦で当事者ではないんです。ただ、ドイツの軍事史研

究所の組織編成では、ドイツ連邦軍史という戦後の自国の安全保障政策史とは別の部署

として、戦後外国紛争史を担当するセクションがあります。ただ、第二次世界大戦史や

戦後の連邦軍史のように、プロジェクトで何巻本を出すということは行っていません。 
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加賀谷： たとえば自衛隊の幹部学校のほうからは、戦後の諸外国の紛争史をどういうふ

うに学校でとらえておられるのですか。陸の幹部学校の葛原１佐としては、いかがです

か。 

 

葛原： 幹部学校は、ＣＧＳ（指揮幕僚課程）の場合、「戦争史」と「作戦史」に区分され

ています。作戦史の課目として扱っているのは、朝鮮戦争、ベトナム、アフガン戦争で

す。戦争史で、「現代戦争史」という課目で戦後の国際紛争──インドシナ戦争からイラ

クで現在行われている平定作戦までを、戦争の時期別な特徴・特性を踏まえ、その中で

戦争そのものがどのように行われてきたのかを大きな観点でとらえています。 

 

加賀谷： 今のお話の中で２つほど問題認識があるのは、１つは戦史として取り扱うのは

一体どこまでなんだろうか。現代戦争史と言われましたが、我々戦史部としては、戦史

として戦後の地域紛争史にどこまでコミットメントしていくのだろうか、というところ

があります。自衛隊のニーズからいえば、現代戦争史ですから、今のアフガンとか、ま

さにイラクも教育ニーズとしては確かに存在するのですが、じゃ、それは戦史部として

やるべきなのか。いわゆる防衛研究所で言えば、研究部的な立場でそれを教育したり、

史料を提供したりするところなのではないかと。 

 

葛原： 現代戦争史に関しては、まず作戦史の「朝鮮戦争史」は、戦術の原則の理解が主

体です。それから「戦争史」は、冷戦期の核戦略と通常戦略を辿った中で、陸上防衛戦

略の戦略的な考察に資する識能、そして、将来戦はどうなるかというところを描かせて

います。冷戦が終わった後、9.11 以降は新たな脅威への対応とか、任務の多様化を念頭

にしますと、今後は対テロ戦争の様相を学生に理解させる必要があり、国際平和維持活

動にこれから行く者もおりますので、将来の戦争がどのように変化しつつあるのかとい

うことを、今までの冷戦と比較して洞察をさせ、将来の戦争様相に適合するため、我々

の戦術・戦略はどのように適応させていかなければいけないかを、考えさせる必要があ

ると思っています。 

 

赤木： 多分、２つ考えなければいけないことがあると思います。１つは、どの時代から

研究として取り扱うかという問題です。これは、私はあまり厳密に決めないほうがいい

と思っています。たとえば部外のまったく事情を知らない人が戦史部と聞いて、「関ヶ原

の合戦を研究してないのか。税金でやっているのにどういうことだ」と言われたことが

あります。「いやいや、私どもはそれはちょっと面倒を見ていません」と返事することに
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なります（笑）。世間の人から見たら、むしろこうした感覚が普通なのかもしれません。

昔々、参謀本部が日本の古い合戦史の大部のシリーズを編纂するようなことをやってい

ますから。ともあれ日本についての戦史部での研究の始点は、やはり明治建軍以降にな

りますね。では、いちばん現在に近い時代はどこかということになるのですが、具体的

な戦争で言えば第４次中東戦争やベトナム戦争、あの辺りまでは、これまで実際に研究

としてやってきた実績があります。そこから後というのは、戦史部の場合はあんまりな

いですね。 

  それから外国については、もちろん朝鮮、ベトナム、中東戦争という３つの外国のも

のがありますけれども、近年、戦史部の研究者が関心を払っている軍事思想史、戦略理

論史まで含めますと、やはりこれはドイツ国防省軍事史研究所と同じように、1648 年の

ウェストファリア条約で近代国家によって形成される国際関係ができて、その中で戦争

が戦われるようになってからの話は、だいたい外国戦史としてカバーするという国際標

準の理解で、戦史部としては取り扱わねばならないと思います。 

  ただ、今の葛原さんのご指摘のように、非常に現代的な平和構築に関わる武力行使と

いうのですか、そういうことまで研究の面倒をみるかとなると、これはちょっと限度が

あって、戦史部ではある程度の研究の材料があるところまで、ということにならざるを

得ないんじゃないかと思います。それがいつ頃の時代までかと言われたら、30年ぐらい

前までですかね。 

 

加賀谷： いま材料と言われたのですが、戦史研究をやるときに史的研究という視点から

いけば、やっぱり材料がないとなかなか料理もできないというのがありますので、そう

いう意味から言った限界というのが見えてくるのかなと。もちろん戦後はどんどん経過

していくわけですが、そこのところで原先生、いかがですか。 

 

原： 戦史部で外国戦史をやる時にも、結局データとかいろんな史料がある程度出てこな

いと、本格的な研究にはならないと。それより前の段階だったら、たとえばイラクの戦

争の場合でも、イラクの戦闘力がどうだったとか兵器がどうだったとか、そういう情報

的な要素が強いですね。そうすると、それを本当に戦史の研究として言えるかどうかと

いったら、その辺も問題であると思うんですね。だから、研究としてやるのには、それ

なりのデータがかなり出てこないといけないわけですね。 

  ただ、自衛官的な立場での戦史研究になると、結局情報的な面からある程度きちっと

させて、そしてそれをどのように消化し、どのように役立てていくかということは常に

頭になければならないわけですね。ところがこれが大学の先生とか歴史学を研究してい
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る人は、そういう要求度はないわけですよ。だから我々のところとしては、そういうジ

レンマの中ででもやらなきゃいけないんですね。 

 

加賀谷： 先ほど問題提起をしましたが、もう１点、誰がこれを研究し、誰が教育をする

のかという視点で、いま現実に幹部学校はどのようにやられているのですか。 

 

葛原： 幹部学校は二人の戦史専門官が「現代戦争史」という総合課目を担任して、学生

に研究、討議をさせながら特性をまとめ、そこからどういう要因が次の戦争を支配して

いくか、各戦争を変化の要因で特色づけさせています。したがって、戦史教育としては

イラク平定作戦の概要ぐらいまでは教育しているのですが、その際に、たちどころに問

題になってくるのは史料ですね。これは市販の史料とか、ＭＨＸ（日米戦史研究交換会）

で翻訳して提供されたものとか、こういうものを教官で分担して訳したり、学生に英語

の文献をそのまま訳させたりして補っているというところです。戦史教育というよりは、

次の戦いに備えるための準備であり、これは、戦術教育と連携して将来戦とか現代戦を

教育しています。次に、ハウ・ツー・ファイトの部分は戦術教育でというように連携し

ています。 

 

赤木： 私が指摘したいのは、いま葛原さんがご指摘になったような、今ある材料からだ

けでもまとめていこうという考え方は将来の本格的研究のためにも必要だと思います。

出版されているものだけでもいいから収集する。しかしそうした努力がずっと続いてい

かないと、いざ 30年経った後に研究を始めようとしても研究の基礎が何もないというこ

とになりかねません。これは術科的な教育のための作業と将来の本格的な研究との間に

連続性があるということだと思います。私が 1980 年代のはじめに困ったのは、戦史部で

外国の第二次大戦研究について、途中で止めていたことです。要するに、本を継続して

集めていなかったんですね。 

  10 年ぐらいそのようなブランクがあった後に、私が外国の新しい研究はどうなんだろ

うかと調べはじめて気づいたのは、『戦史叢書』を書き終わった途端に、組織として「対

抗戦史」としても外国戦史を読むのをやめていたということでした。継続性がないと、

歴史の研究はできないと思います。だから、データ的なものであっても幹部学校に任せ

るどころじゃなくて、将来誰が使うかわからんけれども集めておくとか、そのくらいの

気持ちでないといけないと思います。 

加賀谷： 次は、「わが国の戦後の安全保障史」という分野ですが、これを戦史部としてど

う取り扱っていったらいいのだろうかという問題があります。これは原先生から、戦後
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についてもし何かご示唆がありましたら、お願いしたいのですが。 

 

原： 新しい戦史部の体制になっても、結局あまり手掛けられていなかったということで

すね。私らが来た時の最初の疑問としては、自衛隊になってもう結構年数がたっている

わけですね。だから、「必要じゃないか」なんて、時々先輩に言っていましたが、結局は

あんまり取り上げられないで、やっぱり大東亜戦争というか、それといま言った外国戦

史にちょっと入ったぐらいですね。 

  ただ、そのときちょうど庁史編纂室がある程度集めたり、聞き書きもやっているとい

うようなこともあって、ある部長と話していたら、「原君、そう言うけど、自衛隊の場合

は関係者がまだいっぱいおるんだ」と。まだ上のクラスに直接関係した人がいたわけで

すね。そうすると、「そういう人からいろいろ聞いてみんなやるというのは、なかなか難

しいよ」というようなことで、結局戦史部としてはあまり手をつけない。 

  ただ、２室長をやられた狩野（信行）さんがいましたね。狩野さんがある程度意識し

て、史料を集めたりしていましたけれども、正規の命題としてやるということはなかっ

たですね。 

 

加賀谷： 昭和 50年の例の参事官会議の中で、庁史の調査研究および編纂については、当

時の戦史室（後の戦史部）が担当しなさいという形になったのですが、現実問題として

庁史編纂室の場合、内局が行ったという、そこの経緯が少しわからないのですが。 

 

原： 公開の問題でひっかかってくるんですね。内局自体がそれらの史料をこちらに移し

て、こっちでやるというところに踏み切れなかったんじゃないですかね。そういうとこ

ろは、まだすっきりしてなかったから。防研のほうにやっちゃえば、こちらはある程度

一般向けにいろいろやっているから。だから、いろんなそういう問題があって、結局は

「もう向こうがやっているんだから、いいじゃないか」ということですね。それで、こ

っちからは徳田さんと誰か二人が確か派遣されて、そういうことはやっていたんですけ

どね。 

 

赤木： 中には大臣の引継ぎ書とか、なかなか面白い史料もあったと聞いています。学術

的なレベルで書こうと思えば書ける史料があっても、全然手がつけられないということ

だったようですね。私は理想を言うと、防衛省の、あるいは３幕も含めて、歴史的な史

料をどう公開するかということと、それをどう研究するかというグランドデザインの中

で防衛省（庁）自衛隊についての歴史の研究の方向が決まってくる話ではないかという
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気がします。 

戦後分の行政官庁の史料は、管理と公開に関する有識者会議の答申が出て、中間書庫

をおいて、そこで審査した上で公文書館に収蔵するという方向が出ている。これに関す

る法律が、次の通常国会に出るかどうかは私はわかりませんが、これは防衛研究所一機

関の問題ではなくて、防衛省の全省的な問題だと思います。私は諸外国の例をみると、

オランダのやり方がいちばんいいのではないかと思っています。研究機関は国立公文書

館の分館の機能を同時に持つんですね。そしてそこでの研究が終わったら、史料は国立

公文書館の本館のほうへ戻ると。まあ、研究は相当長く続きますから、結局ずっと持つ

ことになるんですが、そういう大きな枠組みを作っていかないと、戦後にかかわる歴史

は研究という面でも、史料の面でも、安定して遂行していくことが難しいと思います。 

  ただ、そうはいってもこうした枠組みはすぐに実現することではありません。私は今、

戦史部で手がけているオーラル・ヒストリーの試みは、大変意義のある重要なことで、

これは制服自衛官のＯＢに限らず、次官をやられた方とか、局長をやられた方とかに対

象をどんどん広げていくことが大切で、それが戦後史研究の、ひとつの突破口になるの

ではないかと思います。 

 

加賀谷： いま赤木先生から言われた史料については、また後ほどご議論願う場をつくり

たいと思いますが、もうひとつは戦後のオーラル・ヒストリーについて、今ちょうど２

室長がおりますので、彼から概要について説明していただきたいと思います。 

 

相澤： 平成 16年度からオーラル・ヒストリーのプロジェクトということで始めました。

幕僚長経験者ということで、最初は古い順からということもあったのですが、毎年１名

ずつ始めまして、陸・海・空で来年度始めるのを含めますと６名、各２名ずつですね。

また聞き方も、本来は古い順と考えていたのですが、旧軍出身者の比較的古い方と、も

うひとつは防衛庁自衛隊史ということを考えて防大出身の幕僚長経験者も対照的に聞く

ということで、そういう聞き方を始めたところです。 

  どうしても人数をたくさんできないというところもあるのですが、今回はある程度ラ

イフ・オーラルというのを６人やったのですが、もう一度オーラルの原点に立ち返って、

とにかく少し古い時代で数を埋めていけるような方法を、次のやり方として今検討して

います。 

   

加賀谷： オーラルについては、いいことばかりではなく、新しい人になってきますと「言

えない」ということのほうが多くなってくるんですよね。ですから、まさに「私は何で
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も言います。何でも使ってください」と言える人と、「いやいや、まだまだ生臭くて言え

ません」という方がおり、それより若くなりますと言えないことが多くなって、やった

意味が非常に薄れてくるのではないかと思うんですが。 

 

赤木： その辺りはどうでしょうか。憲政史料室が一時期、今でもやっていますかね。「何

年までは出しません」という形の聞き方ができないものかという気がします。 

 

原： かつて戦後、国会図書館が旧軍人とか満洲国に行っていた人から、「30 年後に公開

する」ということで何人か聞いて、これはだいぶ前に30年過ぎたから公開されているん

ですね。だからその辺、30年と言った時に話してくれるかどうかです。 

 

加賀谷： これは地域紛争史と同様なんですが、一体いつまで戦後史という「言葉」を使

えるのかと。最近になると研究部のほうでは、たとえば政軍関係でありますとか、当然

安全保障に関わる現代の研究をしています。じゃ、戦史部がここに踏み込むとした場合

は、一体どういう視点でやるとか、どういう期間をやるとか、そういうところについて

のご示唆をいただけるとありがたいなと思います。 

 

赤木： やや機械的ですが、私は使える史料のことを考えると、日本で言えばやっぱり大

平（正芳）内閣の前ぐらいまでですかね。だから、1970 年代ですか。ほぼ 30 年です。

ただ、長期的に仕事をやや歴史的な問題に、たとえば現状分析的なものとそうじゃない

ものに分けるとすれば、世界史の動きを前提とした場合には冷戦の終わりですね。冷戦

の終結で第二次大戦の決着もついたわけですから。冷戦終結から前は戦史部がやって、

90年代以降は現状分析という分け方も、すっきりするかもしれないですね。 

  軍事を中心とする国際関係の機軸はこの 10 年ぐらいで猛烈にと変わったわけですか

ら。「ここまでが歴史だ」という難しい議論をする人は、いつもいるんです。現代史とい

うのは、本当に「昨日起こったことまでが現代史だ」と言って研究している学者もいま

すし、ものすごく厳密な人は、さすがに今はそういう人は少なくなりましたが、今でも

明治初年ぐらいまでが本当の歴史なのであって、そこから後は……（笑）。 

 

加賀谷： さて、次のテーマに移らせていただきます。「新たな視点での戦史編纂」という

形で、まさに先生方ご存じのように戦史部では、102 巻にわたる『戦史叢書』の編纂が

終わって以降、戦史史料の編纂という形で、いろんな基礎史料を作ったりということは

やって来ましたけれども、戦史編纂業務ということはやってないのですが、果たして太
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平洋戦争について、あらためて『戦史叢書』に代わるものが期待されているのかどうか

ということも含めて、ご意見がありましたら賜りたいと思うのですが。 

 

庄司： 『戦史叢書』それ自身は、極めて意義のある業績ですが、他方いくつかの問題点

もあります。まず執筆が学者じゃないんですね。旧軍の方が書かれているということ。

それに伴って問題点が２～３出てきまして、１つはいわゆる学術的研究ではない。どち

らかというと非常に膨大な年表というか、概説史に近いという視点。あと２番目は、や

はり旧軍の方が書いているということですから、身内が書いているわけです。とくに執

筆者は、レベル的に参謀だった方が多い。そうすると外部からは、「『参謀史観』、参謀の

歴史観だ。その視点でしか物事を見てない」という批判があります。これは執筆者の問

題だと思います。 

  もう１点が、陸海軍の対立が戦史室にまで及んでいて、結局、陸海軍が統一したもの

が出せなかった。如実に現れたのが開戦経緯です。どちらが本当に正しいというものは

ないんですけれども、そういった面での限界というのは、まだあると思います。 

  ４番目は史料的な面ですけれども、赤木さんが先ほど言われていましたが、確かに「対

抗戦史」ということで外国の史料を追っているんですけれども、やはり外国の動向に関

する目配りは足りないのかなという点があるようですね。 

 

赤木： 『戦史叢書』編纂の時代の「対抗戦史」の研究は、作戦戦闘の部分が中心であっ

たことは否めません。日本側が誰一人生還してないところを書かざるを得ないので、相

手の戦史の詳しいのを取ってきて、それを元に「こうではなかったのか」と書いている

部分とかが多いんですね。だから、戦略レベルとか、あるいは大戦略レベルの分析が足

りないというのは、ご指摘の通りだと思います。 

 

加賀谷： 私もかつて教育した立場から言うと、高級幹部に対する教育で欠落しているの

は、『戦史叢書』の問題は先ほど指摘された作戦戦闘が中心であると。確かに、先ほどの

幹部学校で一般学生とかには作戦戦闘分野を教えているのですが、戦争指導者レベルの

大戦略的なところとか、軍事思想的なところを含めて、実は平時における高級幹部に対

する教育としてはすごく重要じゃないかなというものがあります。そういったところに

焦点を当てた教材になるものを何か提供する必要があるんじゃないかなという問題認識

で、今日この問題を出させていただいたわけです。 

  あともうひとつの問題点として、平成 28年に著作権が切れるという問題点もあります。

著作権が切れるとどういう問題があるかというと、自由にそれぞれの複製をしていくと。
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そうすると、複製をしたものを読んだ人たちが、「間違っているじゃないか」とか、「こ

れはどうなっているんだ」という指摘を持って行く先が、当然またここに戻ってくると

いうのがありますので、平成 28年までにはこれを何らかの形にしなければいけないなと

思います。その辺りで、『戦史叢書』の取り扱いについて何かお考えがあれば。 

 

原： これは、庄司さんが言われたような問題はあるけれども、当時それを克服してやる

だけの能力があったかというと、それはないんですよ。それは大学の先生といえども、

そういうものを含めて書けない状況なんです。というのは、それだけ戦後の日本の蓄積

がポッと切れちゃって、ない状態で来ているでしょう。そういう中でやるといったら、

『戦史叢書』みたいなものを作る以外に、当時の情勢では出来ないんです。だから、私

は『戦史叢書』というのは、あれはあれで非常な価値があると思いますよ。 

  ただ、それをいかに要約するかといっても、これはまた大変な問題で、それは書いた

人が頭を整理して要約するのならまだ可能性がありますよ。ところが、そうでない者が

それをまた要約するなんて、これはできっこないんですよ。だから私は、『戦史叢書』は

『戦史叢書』できちっと残して、言うならばあれは『大東亜戦争大事典』みたいな形に

して残して、索引をもうちょっときちっとしたのを付ける。それから正誤表もきちっと

やって残していくという、これは確かにすごい遺産になると思います。 

  ただ、さっきから言われたように要約的なものを書き直すとか、そういうものがある

とすれば、外国の史料とかいろんなものが戦後入ってきているというようなことから、

そういうのを加味し、日本の学界での研究もある程度進んでいるから、そういう面で出

すというか。あと作戦的な面では、たとえば本土決戦の準備とか、あるいは沖縄戦とか、

特攻とか、今の日本の本土に非常に関わりのあるようなところの新しい史料が出てきて

いるから、そういう面を踏まえた上で、特定のものについてのみある程度書き直すとか、

そういうものが必要ではないかなと思います。 

 

加賀谷： いま『戦史叢書』をどのように取り扱おうかとしているのをご紹介しますと、

実は 7000 点ほどの誤りの修正を含めて、今『戦史叢書』をＰＤＦ化しようという事業の

要求をしている最中です。ぜひそれをＰＤＦ化することによって、一般の国民の財産に

提供できれば非常にいいのではないかなと。 

  先ほど、原先生も言っておられましたが、これを要約するなんてとても無理だと。当

時、『戦史叢書』というのは 100 人ほどの戦史編纂官を集めて、10年にわたる準備期間

と、10年にわたる著作活動、トータル 20年をかけて 102 巻を作り上げたものですので、

今うちの研究力ではとても太刀打ちできないと思います。したがって、新たな視点で公
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刊戦史というものを編纂したらいいんじゃないかなというのがあります。 

  一案としては、戦争指導史的なところをニーズも聞きながら、数巻の通史と、１～２

巻のイシューといいますか、先ほど言いました捕虜の問題、軍政の問題、それから特定

の地域の作戦とか、そういうものができたらいいんじゃないかと思うんですけれども、

どうですか。 

 

葛原： 『戦争指導史』という内容で、ぜひお願いしたいと思います。大東亜戦争の研究

をやればやるほど、いかにまずい戦争指導をやったかという経緯が学生もだんだんわか

ってきて、原因を学生が探っていくと、だんだんわからなくなる。結局、陸海軍の『戦

史叢書』に分かれていって、ますますわからなくなる。歴史認識の問題じゃないんです

けれども、責任問題も絡んできて、そうすると大東亜戦争の戦争指導から結局何を学ぶ

かというところを、我々としては非常に求めたいところですね。 

 

赤木： 原さんのご指摘の通りで、『戦史叢書』は『戦史叢書』で完結したものですから。

ただ、長きにわたって戦史室、戦史部時代にそれこそ誤植の発見から始まって、人名の

間違いとか、日付の間違いとか、そういう修正を積み重ねていますよね。ぜひそうした

長年の積み重ねを印刷物ではなくて、現代の技術でもってデータ化して、誰でもアクセ

スできるような形で今日のＩＴ技術を使って国民に還元していくというのが、まず『戦

史叢書』のひとつの完結のさせ方だと思います。 

  それから、もうひとつ『戦史叢書』とは別建てで必要かということについて言うと、

私はまったく新しい観点で書くことが必要だと思います。これだけ時代が変わってしま

ったわけですから、制度的なものも含めて書き下ろすというようなことを考えるといい

んじゃないか。 

  その場合のひとつのメルクマールは、最初から英語とか外国語にもできるようなもの

を構想するということでしょうか。最近の若い人に教えるときは、外国人だと思って教

えたほうが早いということが言われますが、それは若い自衛官だって同じで、大多数の

人々は統帥権が何だなんてことを大学で勉強して来るわけがないんです。それは丁寧に

日本語で書けば、そのまま英語にできて、英語で諸外国の人にもわかるだろうという、

そういう狙いで設計すれば、これはそれなりにうまく運ぶと思います。 

  『戦史叢書』のアフターケアは、最後に国民に還元するということを念頭に置いてや

られるというのは大変いいことです。また戦史部のミッションを考える場合は、第二次

大戦は日本が経験した大戦争ですから、何らかの形でスタンダードな、寄り掛かれる新

しいものが欲しいですね。それが今はない。とくに戦略とか大きくとらえる戦争史の部
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分ではないわけで、それこそ「参謀史観」でもなければ、旧軍人が書いたものでもない

視角から書けないものかなという希望を持っています。 

   

庄司： 先ほど赤木先生が言われたように、スタンダードなものを。戦争についての評価

が分かれているため、スタンダードなものすらなくて、非常に興味深いのは、家永三郎

さんの『太平洋戦争』という本がありますね。ネーミングが『太平洋戦争』なので、あ

れが英訳されているのですけれども、外国人が日本語のスタンダードな本というと、あ

れになるんですよね。 

 

赤木： 英語のものがないですね。もちろん専門家が読むようなものですと、たとえば戦

史部に客員研究員で来られていた故アルヴィン・Ｄ・クックス先生が、ケンブリッジ大

学出版会から出版された『日本史』の一章でお書きになっているものがあります。 

 いちばん近年では、読売新聞が作った『戦争責任』が英語になっていますね。 

 

加賀谷： 朝日新聞の『太平洋戦争への道』というのは、英訳されていますね。 

 

赤木： 英訳されていますね。コロンビア大学出版会からほぼ完全な英訳が出ています。

ただし、あれはよい業績ですけれども、ちょっと上級者向けですかねえ。 

 

庄司： 『太平洋戦争への道』は、開戦経緯までで、太平洋戦争そのものは含まれてない

んです。 

 

相澤： ただスタンダードといった時に、じゃあどういうのを書くのかというと、具体的

に難しくて。 

 

赤木： そういうことで参考になるのは、ドイツの軍事史研究所ですか。あの研究所は、

国防省の研究機関でありながら、最初の規定で学問の自由を謳っているんですよね。だ

から、そこの研究者が書いたものに対して政府は文句を言えないという前提とした上で、

なおかつ研究者を社会民主党系の学者と、キリスト教民主同盟系の学者とのバランスを

とってやっています。ある意味で大変政治的です。だからこの問題は、皆さんでご研究

なさって、バランスのとれた学者諮問会議みたいなものをつくってやるのも一案かと思

います。 
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相澤： 諮問が厳しくなれば厳しくなるほど、単なる平板な年表みたいなものになってい

く可能性がありますが。 

 

赤木： その通りと思います。もうひとつの話は、これは『戦史叢書』の時代から、一部

の人は史料集に徹したほうがいいということを、主張していたようです。結局、さっき

の大東亜戦争百科事典という見方と関係しますが、『戦史叢書』は史料の紹介なのか、叙

述なのか、分析なのか、様々な要素が混じったものとしてできあがった。だから、史料

集としても部分的には使えるし、分析もあります。 

  本格的に議論しているのは、開戦経緯だと思います。私は、全5巻の陸の開戦経緯は、

いいと思います。迫力がありますよ。もうひとつ認識しておかねばならないのは、実の

ところ戦争の歴史の研究や戦史の叙述は、日本は戦前においても軍以外の部門には蓄積

はさほどないんですよ。戦後もありません。だから、大学の先生が書いてくれるだろう

などと思うのは大きな間違いです。このことは防衛研究所の取り組んでいる研究事業全

体にしても言いうることと思います。そういう意味では依然として、防衛研究所だけが

唯一のナショナル・センターなんですね。 

   

加賀谷： いま赤木先生から貴重なご指摘を受けたのは、まさに次のテーマ「戦史部への

期待」になりますが、防衛研究所の戦史部が戦史研究センターとしての位置づけをちゃ

んと確保して、そしてその責務を果たしていかなければいけないんじゃないかというの

がありまして、これは前の議論と非常に関わりがあります。 

  いわゆる戦前といいますか、太平洋戦争の位置づけを今後どうしていったらいいのだ

ろうかなという問題意識がありまして、それはどういうことかといいますと、事実とし

てはわが国が総力をもって戦い、多くの先人たちが命をなくした戦争であるということ

に対して、２つの考え方があるのではないか。 

  １つは、そういった趣旨で太平洋戦争は特別な戦争であると。だから、これをずっと

特別な戦争として位置づけて、防衛研究所の戦史部がそれを守り伝えていく責務がある

という考え方と、「いや、そうじゃない。極めて重要な戦争であるということは否めない

けれども、太平洋戦争も過去の歴史のひとつである」と。では、実体的に何が変わるの

かということが問われるのですが、たとえば限られた防衛研究所の研究員のシェアを、

最初に議論をしていただきました研究の多様化へのシフトをしていくべきなのか。いや、

そうじゃないといった議論に発展していくんですが、そういった視点からご意見等あり

ましたら、お伺いしたいと思います。 
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原： これは日本が戦った、いちばん近い戦争ですからね。だから特別なというか、重要

なというか、やはりこれは一目を置いてきちっとやっていくということは、他の戦争に

比べて大事だと思います。 

   

赤木： 私も、基本的な姿勢は原さんと同じです。幸いなことに先の大戦以来、本格的な

戦争はやらずに済んで来たというか、ないわけですから、そういう意味では戦史部の扱

うテーマとして、様々な形で国民的経験をより深く研究して伝えていくという意味は、

当然あると思います。 

  そこでもうひとつ、多様化への対応については、これは言いたいことが２つあります。

１つは、やっぱり防衛省自衛隊史の中で、戦史部でなければできない仕事を発見する必

要はあるのではないでしょうか。たとえばカンボジア派遣については、オフィシャル・

ヒストリーがあるんですか。 

 

加賀谷： これは国際貢献の問題が極めて、戦後の安全保障に関わる重要な問題なんです

が、派遣した部隊としての部隊史は残されています。それは行った部隊の部隊史ですの

で、それは自衛隊全体の話なのか、防衛省の話なのかというと、そこまでの広がりは全

然ありません。 

 

赤木： 私が希望するのはそれこそファクトシートのような歴史資料です。要するにいつ、

誰がどれだけここに行ったとか、そんなファクトシートみたいな資料すら、一般には全

然使えない状態です。だから、そういうところをきっちり押さえていくような仕事がま

ず必要じゃないかと私は思います。 

  ですから太平洋戦争を重視するという基本姿勢はあっても、それだけやっていればい

いということにはならないので、それは中核部分として残しながらも、戦後の日本防衛

政策史の領域についてはしっかり取り組む必要があろうと思います。もうひとつは、外

国戦史の研究をどうするかということです。これは、多様性に応ずる必要はもちろんあ

りますが、ただしこれは組織の全力を挙げてということではなくて、まずは研究が本格

的にできるまでの調査を、断絶しないように誰かがやっていることが重要です。私は大

学へ移りましてから 20年近いんですが、特定の問題について定点観測的にずっと史料を

集めたりすることは、大学という場で個人だけの努力では難しいものがあります。こう

いう機関だと、多分できると思います。 

  あと１点だけ申し上げたいのは、戦史部は、たとえば省内の様々な機関が組織ごとの

歴史を書く場合に、それを一定の水準に導くようなアドバイスする機能をもてればいい
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なと思います。 

 

庄司： 近年日中とか、日韓とか、日米間でも太平洋戦争の議論が盛んになされています

が、先方の国は戦争についてあるひとつの見方があるんですよ。ただ、日本の場合には

国論が分裂しているんですね。それはそれで健全なのかもしれませんが。こういう問題

に対して、元外交官の岡本行夫さんが、「政府は、太平洋戦争に関するひとつの史実をき

ちっと検証すべきではないか。それがあれば、それをもとにして歴史論争が起きたとき

に、中国なり韓国ときちっとやっていける。それがまったくないので、政府としてはど

うも対応できない」といったようなことを、南京事件を例に『読売新聞』（2007 年 3月 2

日［論点］）に書かれていました。そこはきちっと総括というか、太平洋戦争について国

としてまとめるべきではないかと思います。 

  ただ、それを戦史部がやるか否かというのはまた議論が分かれて来て、もっと国に直

属した太平洋戦争研究センターみたいなところがやるべきなのかといった意見もありま

す。とくに日本の場合には、歴史認識というのは非常にデリケートな問題ですから、将

来的にそれを国でやるとしても、それを下支えするものとしてうちが基盤的なものをき

ちっとやっていく必要性はあります。 

  赤木さんが言われたように、最大で最後の戦争ですからね。アメリカの戦史センター

でも、今もって南北戦争が大きな研究テーマであり、教育でも南北戦争をやるんですね。 

 

相澤： 太平洋戦争を重視するというのは、戦史部にいる文官研究者もほとんどそこに集

中していますから、そういう意味ではある程度、それに取り組む時の人材は多いと思い

ます。逆に私は今、太平洋戦争期の専門でありながら戦後をやっていると。今やり始め

ようとしている戦後とか地域紛争というのは、基盤がないんですね。だから、これから

つくっていくという必要を非常に感じているというのが実態です。 

葛原： 大東亜戦争の場合、武装解除されて占領下で研究をやっていますので、組織の断

絶で、本当の意味で敗因研究をやっていない。ドイツでもどこでも、敗因研究というの

はまず最初に国を挙げてやるべきところなんですけれども、そういう面で『戦史叢書』

については史料はたくさんありますが、「次の戦いに勝つために、じゃ、何を学ぶべきか」

という戦史研究のいちばん大切なところが掴みづらい。そこが『戦史叢書』の特色とい

うか、弱みでもあると思うんですね。 

  ですから、戦史センター的なものの中で大東亜戦争を重視して取り上げるならば、政

治戦略もそうですし、そこに軍事という明確な視点を入れて、なぜ負けたかという軍事

指導史とか、兵站情報とかいろんなものも含めまして、参謀本部が行ったであろう敗因
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研究を、純軍事的な部分でぜひ行ってほしいと思います。 

   

加賀谷： では後段になりますが、「戦史教育への寄与」というか、戦史部がどのように戦

史教育に寄与していくべきかという形で、まず現状の戦史教育の課題やあるべき姿につ

いて、陸の一例ですけれども、葛原１佐からご紹介いただきたいと思います。 

 

葛原： これは旧軍も同じなんですけれども、戦史は戦術の理解のための補助的な役割が、

現在も基本的にはあって、戦略と戦術を理解させるための例証戦史的な要素があります。

したがって、これを新たな戦争に適応させるためには、思想とか理論から学ばせないと

いけない。それで今度は「用兵思想史」という課目を設けまして、これは古代から近世、

とくにナポレオン戦争以降、普仏戦争、第一次大戦、第二次大戦、そして現代史までず

っと時代の潮流と軍事力の地位を大きな流れの中で学ばせたいということで、いま工夫

をしています。 

  したがいまして、これを言葉で言うならば「不易流行」という言葉で、不易の部分は

時代が変遷しても変わらない軍事の本質とか役割というものと、時代とともに変わって

いって適用しなければならない流行の部分の双方を学ばせています。 

  戦史教育のあり方としては、我々が拠って来る組織のアイデンティティーというか、

自己証明というものについても対応を考えています。自衛官としての使命感とか、精神

的な支柱となるものを軍事史、戦史の中で学んでもらい、これがいちばん戦意の根底を

支える指揮官・幕僚として、最終的には人間の資質の錬磨と修養にもつながるものだと

思います。ただし旧軍のような精神力という面ではなくて、人間としての状況判断、も

のの見方とか、そういう判断力を与えるための軍事史ということです。 

 

加賀谷： ところで、たとえば教材とか研究者の育成は十分なのでしょうか。また、どう

いうのを使われているのかなというところが。 

 

葛原： 幹部学校で作ったものには、『近代戦争史概説』と『現代戦争史概説』の２つの基

本資料があります。これから、ＣＧＳの問題等も試験範囲として出しています。 

 

加賀谷： その内容は、葛原１佐から見たら十分そのまま使えるのか、いや、もっと深く

掘り下げて研究していくべきテーマなのかというのが、今日の座談会の戦史部に対する

期待の裏返しになるかと思いますが、どうでしょうか。 
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葛原： その点では、ただ概説して事実の経過を書いているだけで、因果関係や深い考察

を加えたものではありません。したがって、日本陸軍については『戦史叢書』がメイン

の史料になります。それから同台経済懇話会で出版された『近代日本戦争史』などがた

くさん図書館にありますので、それを学生に選ばせて使わせています。 

 

加賀谷： この戦史教育のあり方については、実は一昨年に葛原１佐と庄司上席が共同で

実施した調査研究の成果がありますので、それについて、庄司上席のコメントがありま

すか。 

 

庄司： ニーズということですね。実は防研に戦史室（部）ができてから半世紀以上たち

ますが、これまであまり自衛隊に資するという観点を意識して仕事をして来たというこ

とはないんです。確かに『戦史叢書』も、名目上は「自衛隊の教育に資する」と書かれ

ていますけれども、ストレートに活きているわけではないので、ずっとそういうことは

なかったのです。これは我々の問題であると同時に、防衛省自衛隊の中で戦史教育の機

関がまず、陸・海・空それぞれ横の連携がほとんどないということがありますね。それ

と、縦でもあまり体系化されてないんですね。ましてや付属機関の防研の戦史部と連携

するということはほとんどなかったので、我々としても積極的にアピールすることもな

かったし、彼らが我々に対して何かを見つけることもなかった。それぞれ自立的にやっ

てきたというのが、現状です。 

  それで調査をした結果、今も葛原さんのほうからもありましたが、必ずしも現在自衛

隊の中での戦史教育というのは完全なものではない。これは、陸・海・空を通じて言え

るわけです。では、そういったところを我々はどう補填できるのかなと。いろんな選択

肢がありますが、１つは教材作成ですね。２番目が教官の派遣。３番目が委託研究。４

番目としてリファレンスですね。教育で必要になった場合に、どんな参考文献がありま

すかといったリファレンス。５番目としてあるのが、集合教育。これは、部分的に「軍

事史基礎講座」ということでやっております。 

この中で、いちばん要望として多かったのは教材作成、２番目が教官派遣ということ

で、とくに教材作成については、太平洋戦争についてはの要望ももちろんあります。も

う一方は現代戦等の教材がないので、それを作成してほしいという要望もありました。

ただ、今の５点ありますけれども、じゃ、それにすぐ我々戦史部が対応できるとかいっ

たら、これは今の戦力をもってしてはまったく無理ですし、本末転倒になりかねないん

ですね。我々としては我々のミッションがあるので、それと学校のニーズとをどうマッ

チングさせて、これまでほとんど関係なかったんですけれども、それをより有効的な関
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係にしていくかというところではないかなと。 

   

原： いやね、私も幹部候補生学校で教官をやっていましたからね。今まであるのを教え

ている場合にはある程度いいんだけれども、たとえば校長が代わって教育すべき戦史が

パッと変わったりするでしょう。そうした時に、新しい教材を作らなきゃいけないんで

すね。そうした時に教材というか資料になるのがどうかといったら、久留米にはそんな

のないわけです。とくに武岡さんが校長になった時には、本当に変わったんですよ。そ

うしたらノモンハンとか、ソ・フィン（ソ連・フィンランド）戦争とか、そういうのも

取り上げろというわけです。 

 私は早速防研に聞いてみたけど、そんなの全然関係ないというわけです。なんとか学習

資料を作りましたが、そういう面では、現場の教官としては、そういう援助ができると

いうことはありがたいと思います。 

 

赤木： 大学では、自分で独自の教材をつくるというような苦労はあまりありません。む

しろそれに類する苦労は、コースの中で読ませる読書資料の組み合わせや選定でしょう。

今のご苦労をなさった話を聞いていると、取り組まねばならないのは史資料の活用とか

図書館の充実強化を戦史の分野で行わねばならないと思います。申し上げたいのは、む

しろ軍事、軍事史、戦争に関わる一般書籍のコレクションとして、日本でいちばん揃っ

ているのは防衛研究所なんです。大学であれ、国会図書館であれ、そこまでいかないん

です。だから、本当に教材を作るまではいかないまでも、防研に照会することを簡単に

できるようにする仕組みを作ることは重要だと思います。 

 

加賀谷： 自衛隊の教育で難しいのは、よくご存じのように昨日まで演習場で訓練してい

た人が、ここへ来て「戦史教官ですよ」と言われて、あるテーマをやるという時に、自

分で講義ノートを書くことはとてもできないですよね。そうすると各人の申し送りのデ

ータでやると、上澄みしか教えられなくなっているというのが、教育の実態じゃないか

なと思うんですね。 

  それを、戦史部としてどういう手助けができるんだろうか。ひとつは今日もお話があ

ったように、何らかの形で教材、もしくは赤木先生が言ったように図書の目録だけでも

揃っているかといった情報のサービスがあるだろうなという感じはありますね。 

  もう一方、研究者の活用という視点でもう少しないのかなと。実は、研究者と教育の

一体化というのは難しくて、研究者は非常に幅が狭いんですが、教育を期待する側は非

常に広い分野を期待しますね。そうすると、うちの研究者が向こうのニーズに 100 ％フ
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ィットすることは決してあり得なくて、深い見識は出せるんですけれども、カバーする

ところは非常に狭くなる。そういう問題を踏まえた上で、研究者の活用というところで

何かないかなと。 

 

葛原： これまで陸上自衛隊は、ＭＨＸというのを計15回やってきましたが、今回米軍の

都合により一時中断になりまして、唯一の外国戦史との接点が失われようとしています。

したがって韓国の軍史編纂所とか、こういう海外の戦史センターなどの軍の制服も含め

た研究者との防衛省としての接点は戦史部で、ぜひ維持・強化していただいて、それを

通じてどんどん教材化していただければ、一番ありがたいと思います。 

 あと情報本部とか、陸自ですと研究本部とか、中央資料隊で作成した資料も、各学校

でも活用する部分はあるんですけれども限定的ですので、全省的に使えるような、教材

としてできるようなものを戦史センター機能として、出版機能を強化していただけたら

ありがたいと思っています。 

 

加賀谷： 自衛隊の戦史教育について、実際教育にも携わっている戦史部の教官としての

立場でコメントがあったら伺いたいのですが。 

 

庄司： この間の調査を踏まえて言いますけど、両面あると思うんですね。一面は、自衛

隊の教育は目的があるので、きちっとカリキュラムが出来上がっているんですね。そこ

に我々が単発的に１人で１回行っても、なかなかそれにフィットできない面があるので、

これまでなかなか我々がコミットできなかったのは、やっぱり学校側のそういう要望が

あったというところはあると思います。 

  しかしながらもう一方、高級課程の戦史講義に行ってみますと、ほとんどが部外講師

なんですよ。初級に行けば行くほど教官自給率が高いのですが、上に行くと部外講師が

多くなる。そういう現状であれば、うちにそれぞれの分野がそれなりにいるわけですか

ら、うちの教官をそこに派遣すると。であれば、より事前の調整も詰められる。部外講

師の場合は、ほんと単発でこちらの要望とは別のことを話して帰っちゃいますが、うち

の教官であればその能力もあれば、ニーズにある程度応じることも可能ではないかなと

思いますから。 

 

加賀谷： 合わせてちょうど次のテーマにもなりますが、自衛官研究者と自衛官教官とい

うのが同じような流れの中にあると思います。自衛官研究者であり自衛官教育者という

のは、実は非常におもしろい例があって、たとえばうちで１～２年研究をしますよね。



戦史研究座談会 

 

 85    

その研究者のテーマは、多分非常に狭いところになるわけです。それが転勤して、仮に

防大に行った自衛官研究者がそこで教えるべきは、「世界戦争史」とかって教えるわけで

すよ。 

  その研究の狭さと、教育をしなければいけない広さのギャップというのがあって、自

衛官研究者を長期的に育成していくというのは非常に難しいなと。ここの研究であれ、

防大であれ、たとえば幹部学校もまったく同じなんですけれども、それぞれ目的、ニー

ズに対して期待されているのが全然違うんですよね。 

  さりながら、自衛官研究者を長期的な連携をとりながら育成したいなというニーズが

すごくあって、たまたま原先生が二十数年間同一職務でずっとやられたというのがあっ

て、今はとても我々の後輩をそれだけの長期間研究職にあてるということは無理なとこ

ろがありましてね。いったいどうして自衛官研究者、自衛官教官として育成していった

らいいだろうか、というテーマにつながるのではないかと思いますが。 

 

原： 私の場合は、ここに来る前に久留米で６年間教官をやったでしょう。私自身考えて

みたら、その６年間の教官のときに結構いろんな戦史を担当するでしょう。日露・大東

亜戦争概史などを表面的にすっとやるだけでも、それなりにやると自分でも勉強しなけ

ればならない。それからさっき言ったソ・フィン戦争とか、ノモンハン戦とか、中東戦

争とか、いろんなものを含めてやったわけです。 

  その間にも結構、私は私なりに学習資料以外にもある程度の教材を持っていたでしょ

う。それでもって、今度ここに来たでしょう。だから、ここへ来ても何も違和感はなか

ったんですね。だから、ある程度自分なりの目標を持って来たからすぐ取り組んで、そ

れをずっと続けていきながら、また他のことでいろんな問い合わせがあったり、いろん

なことに対応しながらやりましたから、研究者としてもある程度、教育者的な幅の問題

もなんとかこなしてきたというか、そういう有利なことがあったんですね。 

  人事上、長くおれない場合には、やっぱり研究者として勤務のあと教育もやる必要が

あると思うんですね。そういう場を体験し、また研究に帰ってまた来るとか、ある程度

そういうものを繰り返していくしか今の人事システムではないんではないですかね。 

 

加賀谷： よく原先生が言われるピラミッドの論理があって、「できるだけ裾野を広くして

いくことが高い見識につながる」という言われ方をお聞きするんですが、ただ組織的に

裾野を広げることはまず無理なんですね。非常につまみ食い的に、それをどう裾野に展

開し、そしてさらに高く積み上げていくかという意味のコツとかあるんでしょうか。
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原： だから教官と研究者とか、そういうポストをやりながらやっていく。それと、私は

よく本人のそういうものに対する執着心と言っているけれども、やっぱり戦史に対する

愛着心がないと、なかなか難しいと思います。 

 

葛原： 私は筑波に史学研修で行かせてもらってからですと 13～14年になります。この間、

防研・防大・幹部学校での勤務をやらせてもらいました。やはり戦史センターとしての

いちばん重要な役割は、人材を全省的にどのように育てていくかということだと思いま

す。アメリカの陸軍戦史センターは完全なピラミッドで、その頂上部分の 40名が戦史セ

ンターで、国防大学とか、指揮幕僚大学とか、各連隊のヒストリアンまでを含めると、

1000 名以上の要員を管理しているようです。戦史センターは、選ばれた人たちをどんど

ん育てながら、人も史料も物も、博物館も管理していますし、また各軍学校とも、ヒス

トリアンとの連携をもっていて、そういった階層構造を積み上げているという面では、

軍種ごとですけれども、それぞれ育っていると思います。 

  自衛隊の場合は陸・海・空それぞれではできませんので、やはり戦史部を頂点として、

陸・海・空の戦史特技者については、戦史部で一元的に養成していただきたいと思いま

す。 

 

 



戦史研究座談会 

 

 87    

加賀谷： いま実態はどうなっているかというと、先ほどの「戦史懇談会」をご紹介しま

したが、ああいう中で一応人事に関する情報交換を行っています。そこにはもちろん権

限はなくて、あくまでボランティアックな情報交換が実態です。 

  ただし、そういう中で人材がなかなか育ちづらいなと思うのは、いまは実は１度戦史

部にいてもう１回戻ってきた人は、自衛官で３人だけなんですよ。それ以外の人が初め

てここに勤務する際の問題があって、その人たちに一体どのように研究を向上させてい

るかというと、まだ体系化されてないんですね。そこは、これからひとつの課題として

残っているのかなという事案です。赤木先生がおられた頃の自衛官研究者というのは、

どんな感じでしたか。 

 

赤木： やはり長期勤務の人が多かったですね。ただ、今よりも海空も含めて達観したと

いうか、ご自身が研究の仕事が好きで、他にもちょっと事情があって、ずっとここで研

究をなさっていた方が多かったような気がします。 

  しかし見ていて、幹部学校と、防研と、防大の間をある程度動いていたのは陸だけの

ような気がします。防衛研究所に勤務する自衛官が、全く別のことをやっていた方が突

然「今日から研究だ」と言われたら、それは大変なことだと思います。その場合、研究

管理的な部分への配慮というのは昔以上に非常に必要で、研究のためにやってもらいた

いメニューみたいなのを相当しっかり持っていて、ボトムラインで「こういうところの

リサーチペーパーだけは作ってもらえないか」みたいな感じの任務付与の仕方はあり得

るかなと思います。 

   

加賀谷： いま防衛研究所の戦史部ではどうしているかというと、これは原先生からのサ

ゼスシチョンがあったのですが、「良きヒストリアンは、良きアーキビスト」という感じ

ですね。純粋の研究者というのは確かに素養もあり、経験もあって伸びてくるのですけ

れども、自衛官はどうしてもそこがないので、アーキビストとヒストリアンとをバラン

スをもってやることによって、先ほど言ったようにより高いピラミッドができるんじゃ

ないかという形で、とりあえずうちのほうではアーキビスト的な要素のある第２戦史研

究室に配置をして、そして第１歩を養成しようと思っています。 

  その中で研究適性のある人をできるだけ引っ張り上げて、研究業務にあたらせていこ

うかなというのが狙いですが、本当に先ほど言われたように、まず好きで来ているのか

というところが大前提でありましてね。このテーマは、適性のある人をいかに見つける

かということと、それから育てていくという話ですね。 

  最後に、「史料室のあり方」について議論したいと思います。実は、今ご存じのように
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図書館史料室と位置づけられていますが、戦史センターをつくるとき、かつて戦史部に

あった史料班のような史料室を組織の中に入れ込むという考え方が当然存在するんです

が、それはさておき、ここの防衛研究所の史料室というものは、一体どうあるべきなん

だろうかと。幾つかのラダーがありまして、現状は 1945 年までを中心とした史料をここ

に収集保管をして公開をすると。それに対して現状はどうかというと、国内史料につい

てはご遺族等から提供のあったものについては消極的に受け入れていくと。それから海

外史料収集について言うと、いま事業化されて、一応散逸史料という形で積極的に収集

をしているのが現状です。 

  それに対して、「いや、もっと 1945 年までの史料を、積極的に収集するべきではない

か」というひとつのラダーがあろうかと思います。もちろんそれに伴う図書も含めて積

極的にもっと準備して、1945 年までの史料を史料室としての充実をはかるべきだという

ひとつのラダーです。 

  もう一歩進めると、いわゆる調査研究業務への連動なんですが、戦後の史料について

どうしようかということです。戦後の史料についてはご存じのように、行政文書につい

ては、実は法律ではなくて官房長申し合わせというレベルで、国立公文書館に行くとい

うことになっており、うちに来なくなっているんです。そこにはひとつ一線がある。そ

うすると戦後については、たとえば日記類とか私的史料については、国会図書館の憲政

資料室とか国立公文書館に確認しましたけど、なかなか受け取ってもらえないという問

題がありまして、それについては、たとえば我々がオーラル・ヒストリーでいろんな先

生方の日記等をいただく場合に、それを公開していいという承諾があれば、うちの史料

室で収集・保管、そして公開業務にあたるべきではないかと。 

  さらにもっと上で言えば、先ほど言った官房長申し合わせのような制度的なものをク

リアして、戦後の行政文書もここに保管すべきじゃないかという内容的な考え方があっ

て、もちろんそれをやるためには、陣容でありますとか、施設でありますとか、そうい

ったものが当然関わってくるんですが、そういった観点において、防衛研究所の史料室

というのは、いったい今後どうあるべきだろうかということについてのご意見を伺えれ

ば、ありがたいなと思います。 

 

赤木： 私はまず組織論から言うと、防衛省の持っている旧陸海軍文書を防衛研究所の図

書館が扱っているので、要するに防衛研究所図書館というのは公文書館に準ずる機関と

して総務省がそういう位置づけをしているんですね。これは業務的にはいろいろ不便が

あっても、私は昔より著しくステータスが上がり、管理の問題としては安定したと思う

んですね。 
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  ただ戦史部と管理が離れていると、いろいろな意味で研究にとっての不都合が多くな

るような気がします。おそらく先ほどご指摘があった戦後の部分でも、戦前の部分にし

ても、戦史部の研究者が史料を集めるわけですけれども、個人文書であれ、日記であれ、

どういう形の史料であれ、そういうのを集めて、それを図書館に入れるというような形

になるんでしょうかね、今の形だと。 

 

加賀谷： 今は、史料室に入れるということです。 

 

赤木： 史料室について、私は現在の役所的な組織はよくわからなくなっているんですけ

ど、やっぱり共同管理みたいな形にするのがベターじゃないでしょうか。かつて史料庫

にあった外国の公刊戦史の本の類はまだあるんですか。 

 

相澤： はい。昔からあるのは、そのままあるんです。ところが、たとえばいまからそれ

を揃えていくと、それがここに入るかというとそうではない。史料庫は手一杯ですから、

我々が公刊戦史をこれからどんどん集めていっても、我々の研究室には置いておけます

けれども、返したら幹部学校地区にある総合図書館のほうに入ってしまう。その辺がこ

こを戦史センターとして機能させるときには、また考えなければならない問題が生じて

いるということです。 

 

赤木： なるほど、そうでしょうね。史料というのは後々も出てくるものですから、戦前

史料の収集努力は内外にわたって必要だと思います。戦後の史料については、行政文書

について官房長間の申し合わせを超えて何かやるという場合は、やっぱりプロジェクト

が必要でしょうね。何かを書くという。それが終わったら「公文書を本館に移します」

とお約束して、しかし実際には相当長期にわたって編纂事業をやっているというような

形で考えるということです。 

  多分管理して公開するだけということだけでは、それは難しいんじゃないか。逆にい

えば、むしろ史料部門を図書館という機能から切り離して、公文書館の分館にするみた

いな方策もあるような気がします。公文書館の分館にした上で、その分館に隣接して戦

史研究センターがあるというような。これは、冒頭お話をしたオランダのような形が一

番いい。 

  ただ、公文書館もちょっと問題があって、さっきご指摘のあった通り、個人文書とか、

性格がよくわからないけれども重要な史料で、国の機関で持てないものがあるんですね。

ところが、それは研究に必要だということを証明すれば、たとえば防衛研究所のような
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ところであれば収集できるだろうと思うんです。ところが公文書館本館となると、やは

り行政文書以外で様々な案件や出来事の間をつなぐような私的なメモ類とか書翰は、収

蔵することはできません。そこは、ちょっと仕事の幅として戦史部のような組織で考え

てくれないかと思いますね。 

 

原： 私は前からの考えですけど、この史料室というのは戦史部の中に入れて、一括して

研究等に活用するのと、それから一般に公開するという、その３つを全部戦史部で担当

すべきだと。それがいちばん効率的だと思うんですね。 

   

加賀谷： そこは、「公文書館に類する機関」と総務省から指定をされて残っている機関で

す。平成 13年に総務省から告示されて、平成 19年にもう一度、ずいぶん一般の大学も

全部入っていましたが、それは切り捨てられて 10ヶ所ぐらいですけど、その中に残って

います。ただ、その中に戦後の行政文書について保管していいというのは、実は国立公

文書館と、外交史料館と、宮内庁書陵部だけというふうに、それは申し合わせになって

いるんですよね。 

  その申し合わせがどのぐらいのハードルが高いかというのがありますけれども、それ

を克服すれば、いわゆる大きく軍事専門公文書館というふうに位置づけるのか、そうで

はなくて、戦史部の研究に直結するものに限定をしていくのか、というところが決まら

ないかなと。 

先ほどの太平洋戦争の意義付けとまったく連動していますが、戦史研究センターとい

うものは特別な戦争に対して、100 ％に近い充実度を与えると。それ以外は我慢をする

という形にするのか、「いや、そうじゃない。戦史センターに時代を超えた軍事専門性を

持たせるために、全体としては 70～80％だけれども、ずっと揃えていく」と。キャパシ

ティーの限界がありますから、いずれも100 ％やれというニーズはわかりますけど対応

できませんので、どっちを減らすんですかと。要するに、太平洋戦争にグッと凝縮して

そこの充実度を高めていくのか、いや、戦前から戦後も含めて平準的に約６割方とする

のかという、極端な選択をするとしたら、どっちをとるべきなのかなと。 

 

赤木： ただ戦後における防衛省（庁）の文書というのは、これはうんと力を入れてやっ

てほしいと思っています。たとえば、歴史的に価値のある文書を防衛研究所戦史部で公

開すると決めて、選択するわけですな。仮にそうしたことが可能になったとしますね。

そして戦前はともかく戦後の文書って多分全部フィルムでしょう。だったら、スペース

はほとんど関係ないと思うんですね。フィルムないしは電子データにしてしまっておれ
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ばね。そうすると、本体は自動的に官房長の申し合わせで公文書館に行くかもしれない

けれども、こちらこそ必要なものは事前にフィルムやデータで取得しておいて、それを

使っていくというようなあり方もできなくはないんじゃないか、という気がするんです

ね。その場合は、こちらは公開義務は負わないと。 

 

相澤： あるいは選別のための中間書庫みたいなのが実現した場合に、防衛省の中間書庫

をここが任じてはと？ 

 

赤木： そういうことですね、中間書庫での面倒をみると。そこでの専門的な知識を用い

た選別を、ＯＢを連れて来て作業をするのは、市ヶ谷よりは研究所で綿密、慎重に行う

のがよいと思います。地味な仕事ですけれど大切な仕事だと思います。 

また現在でもすぐできることは情報公開法で公開しているものだけでも、請求があっ

て公開したものの中で歴史的に重要なものだと防衛研究所が判断するものは、こちらに

コピーを持っておくとか、そういうやり方があるような気がするんですね。 

 

加賀谷： いますごい示唆がありましたが、確かに現実は非常にハードルが高いのですけ

ど、マイクロ化されたりデジタル化された史料だったら可能性がないことはないんです

が、実はご存じだと思いますが、北海道立図書館や外交史料館は本省に直結している組

織なんですね。外交史料館は総務課に直結をしているし、道立図書館も実はあそこの文

書課に直結している組織で、それぞれの官庁は本省に行って話すことができる。現状は、

防衛研究所はご存じのように付属機関であり、その一部門としての図書館史料室であり、

戦史部でありますので、本省に行ってものが言える立場には制度的にはないんですよね。 

 

原： ただ、私はあくまで戦史部で全部持つという姿勢を貫いていくべきだと思います。

それは将来のためにもいろいろ考えた時に、大局的に見たらいいはずなんですよね。そ

れを中途でいろいろやったりしていると混乱する。それでも、戦史部でもいま図書館で

やるといっても、図書館でもそういうことについての本当に専門的にやる人がおるかと

いうと、必ずしもそうじゃないしね。だから、そういう点で一体化して、文書を扱う専

門の管理者を置いてきちんとやっていくべきです。 

 

赤木： 関連することですが、原さんが言われたように、全部戦史部というか戦史センタ

ーが持つのであれば、それは図書館の機能の一部分も戦史センターが持つべきであって、

先ほど相澤さんが、「ある時期まで買ったものはそこにあるけれども、これから戦史部の
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予算がついて個人が買った研究書とかは、本人が辞めたりしたら向こうの総合図書館に

移っちゃう」という指摘は重大な問題です。多分、総合図書館は学校についていますか

ら、図書館の意識としては、学生のための図書館だと思っているでしょう。 

  ところが、一口に図書館といっても、学習図書館と研究図書館は全然機能が違います。

教官とか研究者のレベルからいったら、研究図書館でなければいけないはずなんですね。

本来の研究図書館というのは百戦錬磨のレファレンスがいて、相当レベルの高い質問か

ら初歩的な質問まで「大体こういう材料がここにあります」みたいなことを、ガイダン

スしてくれるわけです。これが、少なくとも戦史史料についてはある程度窓口で担保さ

れないと、いわゆる公文書館、もしくは研究図書館レベルのサービスは提供できないと

思うんですね。そういうことを考えたら、責任は戦史部というか研究をやっている部門

が持たないと、それはうまくいかんでしょうなということですね。 

 

庄司： 赤木さんが言われたように、戦前の史料も戦後の史料も、うちは持ちつづけるし

拡大していく。しかし、かなり高いレベルのプロジェクトじゃないと、中央は動かない

ですけどね。だから、『戦史叢書』は大臣の基本計画でやるからということだったわけで

すね。それがないと、何故持っているんだと言われた場合に、「我々の研究者のメリット

だけです」と言っても、これは全然説得力をもち得ないので、やっぱりプロジェクトと

連動させるというのは考えるべきでしょうね。 

 

赤木： ひとつはプロジェクトですね。あとは政治家にも、いろいろな形で広報すること

は地道に行うべきでしょう。たとえばこの前、「戦争史研究国際フォーラム」をやられた

時に、あのときの大臣は林芳正さんですか。入江昭先生に会いにいらしたということで

すね。ああいう人に対してもフォーラムの案内を出すなど、そういうことは地道にやら

ないと。 

 米軍の幹部学校だって、米軍の陸大なども、議会対策を一所懸命やっていますからね。

確かに戦史室があの事業が出来たのは、当時の自由民主党の福田赳夫とか昔あった総理

のお声掛かりの事業というような認識が各所にあったような気がします。戦史室には高

松宮様、三笠宮様など訪れていますしね。福田赳夫さんというのは陸軍担当主計官で、

陸軍にはあまりいい思い出はなかったみたいだけど、でも初代の戦史室長が東條（英機）

大臣の秘書官だしね。総理秘書官ですからね。そういう点では、影響力があったのかな

あと思います。防研ぐらいの業務を継続させるのは国家全体からしたら何でもないわけ

ですから。 
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加賀谷： おっしゃる通り、ちょっと目を向けるかどうかだけで。 

 

赤木： ただ、私は辞めた後思っているのは、戦史のいろんな編纂の問題がこういう形に

なったのは、やっぱり歴史的な経緯があることです。幣原（喜重郎）内閣の時の「戦争

調査会」で、おそらく幣原内閣は戦史室が書いた『戦史叢書』のような巻だけではなく

て、総力戦の歴史を全部書こうとしたんですね。それが、占領軍がだめだと言って潰れ

ちゃって、いろんな種類の歴史を書こうとした中で、大本営戦史だけを「書くぞ」と思

っていたグループが残ったんだと思います。 

  でも大本営の大戦略戦史だけ書くということではなくて、それこそ幹部学校の教育に

も使えるような作戦の記録も作ろうということに同時になって、多分その流れがずっと

来ているわけで、そういう意味ではそもそも総力戦の戦争史編纂を積み残した部分が多

いわけですね。ともあれ「時節を見て頑張ろう」と思ったのが、西浦さんのグループだ

ったわけでしょうね。その頃からずっと戦史部のミッションをどのように考えるかとい

うことについての問題は、今回伺って、依然続いているとの感想を、強く持ちました。 

 

加賀谷： 最後に、各先生から今後の戦史部への期待を一言お願いいたします。 

 

葛原： 防衛省の「戦史センター」として、研究・教育・史料の面において、より積極的

に貢献して欲しいと思います。具体的には、自衛隊に対する、教官派遣、教材作成など

の教育支援の増強、戦史研究・教育を専門とする自衛官の育成を柱とした人事管理、研

究テーマでは、大東亜戦争に加え、現代戦争史に関する調査研究の着手などです 

 

赤木： 第一に、戦史部が持つ機能は、我が国において唯一のものであり、ナショナル・

センターであるとの認識のもとに、様々な企画や業務に積極的に取り組んでほしいと思

います。 

第二に、防衛省・自衛隊の必要を軸に業務が運営されることはもとより当然のことと

はいえ、自己完結的な業務の遂行にとどまることなく、戦史室の時代から今日までの編

纂事業や研究の蓄積について、あるいは史資料の収集と公開について、積極的に国民に

還元する姿勢を堅持し追求してほしいと思っています。 

第三に、戦略理論史、軍事思想史といった、日本国内に基盤が十分でない研究領域に

ついても、国際水準の達成を期待します。 

 

原： 日本の軍事史研究センターとして発展することを祈ります。具体的には、第一に、
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図書館史料室を戦史部史料室として、戦史部で資料の一元管理を行うこと、第二に、戦

史部勤務の自衛官で適任者は、定年後の転官も含め長く勤務させ専門家として育ててい

く、第三に、戦後の安全保障史（防衛庁・自衛隊史）を研究任務に取り入れて、積極的

に取り組む、第四に、戦史叢書の索引・正誤表を整備し「大東亜戦争大事典」のような

ものとして利用できるようにすることです。 

 

加賀谷： 今日は、調査研究の内容でありますとか、センター的な戦史部への期待とかい

ろいろお話しいただきまして、今日のお話は本当に有意義だったと思います。本当に長

時間にわたり、ありがとうございました。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




